




建工第６号 

見附市役所庁舎 自転車置場更新工事 仕様書 

 

 

１．目的 

見附市長（以下「甲」という。）は、次に掲げる工事を、請負者（以下「乙」

という。）に発注し、乙はこれを受注するものとする。 

 

２．履行期間  契約日から 90 日間 

  

３．履行場所  見附市役所（見附市 昭和町２丁目 地内) 

         

４．損害賠償 

（１）乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

（２）乙は、請負工事の実施について、甲又は第三者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

 

５．実施調査等 

   甲は、必要があると認めるときは、請負工事の実施状況、請負工事費の使

途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 

 

６．その他 

・乙は、工事実施に際し、見附市総務課と協議しその指示に従うこと。 

・仕様に定めのない事項は、別途協議する。 


